
会議記録 
                                   令和４年 10 月 19 日 

 
●会 議 名  丹波市市島地域市立小学校統合準備委員会 

       第 10 回竹田・前山地域部会 

 

●日  時  令和４年 10 月 18 日（火）19:30～21:30 

 

●場  所  ライフピアいちじま 研修室 

 

●出 席 者  委員：青木修、余田義信、荻野幸広、余田亜美、足立和宏、吉見典彦 

余田淳子 

[事務局] 

教育総務課：足立次長、船越係長、畑中、小田 

学校教育課：足立浩基 

[担当課] 

       ふるさと定住促進課：藤浦課長、足立係長 

 

●内  容  

１ 校名の選考方法について 

 事務局より、校名の選考要領案を提示し、委員の意見を伺った。 

【意見等】 

・投票総数及び同じ校名の場合はその数の公表、校名への思いを公表してほしい。 

・投票数の内訳は「竹田・前山・その他」の形で公表してほしい。 

→選考の際の資料は「竹田・前山・その他」の内訳がわかるように作成する。（事務局） 

・山南統合中学校の校名選考も同じ方法を取ったのか。 

→山南統合中学校の校名は専門部会の投票で決定した後、全体会で最終選考を行い決定し

た。市島地域の場合は地域で分かれて部会を設けているので、地域部会で決定し、全体

会で承認を得る流れで考えている。（事務局） 

・公募結果は公表するのか。 

→公表する。（事務局） 

 

【決定事項】 

・選考要領案のとおり選考を実施する。 

・応募数は開示したうえで投票を行い、内訳は「竹田・前山・その他」の形で表示する。 

 

２ 校歌歌詞・校章デザインの選定について 

 事務局より、校歌歌詞・校章デザインの選定方法について案を提示し、委員の意見を伺

った。 

【意見等】 

・竹山中学校の校歌歌詞や校章を少し変えて応募しても問題はないか。 

→著作権が作詞者にある可能性もあり、募集要項に記載されているとおり、著作権等の異

議申立、苦情などは応募者が対応することになっている。（事務局） 

・もし統合後の校名が竹田小学校になった場合は校歌・校章は変更するのか。 

→校名が竹田小学校になったとしても、新しい竹田小学校という認識なので、校歌・校章

を変えることには意味があると思う。 

→応募の際に記載される校名に込められた想いなどを見て総合的に判断したらいいのでは



ないか。 

 

３ 統合後の通学支援について 

ふるさと定住促進課より、10/15（土）10/16（日）に開催した路線バス試乗会の状況報

告を行い、委員の意見を伺った。 

【意見等】 

・定期を紛失した場合の対応はあるのか。 

→手数料は必要だが、再発行が可能である。また、登校時などに急遽定期が見当たらない

場合等にも乗車できるようにバス会社と調整をする予定である。（ふるさと定住促進課） 

・試乗会に参加したが、想像以上に安全に配慮されるなど路線バス自体の印象は良かった。 

・竹田小学校敷地内に乗り入れは可能か。 

→大型バスになることや、１台でも駐車場に自動車が駐車してあると転回ができない可能

性があり、難しいと思われる。（ふるさと定住促進課） 

・保護者からは児童が乗り過ごしてしまい、そのまま丹波医療センターまで行ってしまう

ことが心配という意見があった。 

・PTA の会議で説明した際は、「なぜ一度専用スクールバスに決まったのにそうならないの

か」という強い意見もよせられた。 

・路線バスは地域活性化につながるかもしれないが、保護者の視点からみると専用スクー

ルバスのほう望ましいという声が多い。そのような状況で自分たちの判断で市島地域に

路線バスが運行されるかどうかが決まるのは荷が重たい。 

・児童の発達段階を考慮し、３年生までは専用スクールバスで４年生以上は路線バスにす

ることはできないか。また、路線バスは集落の深くまで入れないので、一部は小型のバ

スで送迎することはできないか。 

→保護者が心配されているのは理解している。しかし、需要などの持続的な公共交通とい

う面や費用対効果を考えると難しいのが現実である。（ふるさと定住促進課） 

・前山から竹田小学校までは専用スクールバスとして運行し、竹田小学校以降は路線バス

として運行することは可能か。 

→竹田小学校以降の乗降者数が少ないことも予想されるので、竹田小学校以降も含め路線

バスを運行することは厳しくなる。（ふるさと定住促進課） 

・年明けに実施される社会実験で、乗車数が少ない場合路線バスの運行はされるのか。 

→需要がなかった場合は路線バスが運行されない場合もあり得る。（ふるさと定住促進課） 

・保護者としては、専用スクールバスを希望する人が多数である。保護者を集めて説明会

をすることは可能か。 

→説明会を実施することは可能である。ただし、地域全体に関係することであるため、保

護者に限定せず、地域の方も含めた説明会を開催してはどうか。（ふるさと定住促進課） 

→保護者のみの説明会のほうが保護者は意見を言いやすいし、子どものことと地域のこと

は分けて考えて欲しい。まずは保護者を対象とした説明会を開催できないか。 

⇒保護者を対象とした路線バスの説明会を開催する。地域住民も含めた説明会についても

必要に応じ今後開催を検討する。 

 

【決定事項】 

 前山小学校保護者、認定こどもあいいくの丘保護者を対象に路線バスの説明会を開催す

る。※11/５(土)に行われる前山小学校音楽会の終了後に開催する。 

 

●その他 

・次回以降日程 未定 

 


